
宮崎地方裁判所都城支部及び同延岡支部で取り扱っていた不動産執行事

件は，平成３１年４月１日から宮崎地方裁判所本庁で取り扱うことになり

ました。上記各支部に係属しておりました不動産執行事件については，同

年１月以降，順次，宮崎地方裁判所本庁に引き継がれております。  

 

【対象となる事件】  

不動産等強制競売事件，不動産強制管理事件  

担保不動産等競売事件，担保不動産収益執行事件  

 

【対象となる管轄区域】  

都城支部（都城市，北諸県郡，小林市，えびの市，西諸県郡）  

延岡支部（延岡市，日向市，東臼杵郡，西臼杵郡）  

 

【新しい管轄区域】  

宮崎地方裁判所本庁（県下全域）  

 

【取扱開始時期】  

平成３１年４月１日  

 

【問合せ先】  

 宮崎地方裁判所本庁・不動産執行係（電話０９８５－６８－５１３５）  

  


